
JP 5512682 B2 2014.6.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼（２）の運動を測定するための装置であって、
　眼（２）の潜在的運動野を、第１の画像反復周波数により全体画像として反復して記録
するための第１の２次元位置分解検出器（１０）と、
　眼（２）のそれぞれの部分を、該第１の画像反復周波数より高い第２の画像反復周波数
により部分画像として反復して記録するための第２の２次元位置分解検出器（１５）と、
　２つの全体画像に基づいてその間の変位を求め、２つの部分画像に基づいてその間の変
位を求め、これらの変位を連結することにより眼（２）の運動を求めるための計算ユニッ
ト（１１）と、
　眼（２）の潜在的運動野をインコヒーレント光により照明するための第１の光源（３）
と、
　眼（２）のそれぞれの部分をコヒーレント光により、眼（２）で散乱した干渉性のコヒ
ーレント光によって該当する部分にスペックルパターンが発生するように照明するための
第２の光源（１２）と
を備え、
　該第２の検出器（１５）が、該スペックルパターンの少なくとも一部分を、該当する部
分画像として記録するように構成されていることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記第２の検出器（１５）が、スペックルパターンを該第２の検出器（１５）に、スペ
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ックルパターンの個々のスペックルが該第２の検出器（１５）の画素の大きさに対応する
か、またはそれより大きい大きさを有するように拡大して結像するための光学系（９Ｂ）
を有することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第１の光源（３）が、眼底（６）を赤外線光により照明するように構成されている
こと、
　前記第１の検出器（１０）が、眼底（６）の少なくとも一部分を、眼の潜在的運動野と
して記録するように構成されていること、
　前記第２の光源（１２）が、眼底（６）のそれぞれの部分を赤外線光により照明するよ
うに構成されていること
を特徴とする、眼（２）の眼底の運動を測定するための請求項１または２記載の装置。
【請求項４】
　前記第２の光源（１２）が、（平面）照明角が１°～１０°になるように構成されてい
ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　前記第２の光源（１２）が、眼瞳（５）の平面内で実質的に点状に構成されていること
を特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
　前記第２の光源（１２）が、眼（２）の瞳（５）に対して共役な平面内にコヒーレント
光を集束するように構成されていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記
載の装置。
【請求項７】
　前記第２の光源（１２）のコヒーレント光の眼（２）への中央入射方向が、前記第２の
検出器（１５）の観察方向と実質的に一致することを特徴とする請求項１乃至６のいずれ
か１項に記載の装置。
【請求項８】
　前記第２の検出器（１５）が、レーザマウスの検出器として構成されていることを特徴
とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
　前記第２の検出器（１５）が、それぞれの部分に対して光学的に共役な平面（ＺＢ）内
に配置されていることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記計算ユニット（１１）が、コヒーレントな照明において、該当する２つの画像の画
像内容の少なくともそれぞれ一部分を比較することにより、前記変位を求めることを特徴
とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
　前記計算ユニット（１１）は、記録されたスペックルパターンの少なくともそれぞれ一
部分を比較することにより、前記変位を求めることを特徴とする請求項１０に記載の装置
。
【請求項１２】
　第１の２次元位置分解検出器によって、少なくとも眼の潜在的運動野が第１の画像反復
周波数により全体画像として反復して記録され、
　第２の２次元位置分解検出器によって、眼のそれぞれの部分が、該第１の画像反復周波
数より高い第２の画像反復周波数により全体画像として反復して記録され、２つの全体画
像に基づいてその間の変位が求められ、２つの部分画像に基づいてその間の変位が求めら
れ、これら２つの変位の連結によって眼の運動が求められる、眼の運動を測定する方法に
おいて、
　眼の潜在的運動野が、第１の光源からのインコヒーレント光により照明され、
　眼のそれぞれの部分が、第２の光源からのコヒーレント光により、眼で散乱した干渉性
のコヒーレント光によって該当する部分にスペックルパターンが発生するように照明され
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、
　該スペックルパターンの少なくとも一部分が、前記第２の２次元位置分解検出器により
、該当する部分画像として記録されることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　眼（２）の運動を測定するための装置であって、眼（２）の一部を部分画像として反復
して記録するための２次元位置分解検出器（１５）を備える前記装置において、
　眼（２）の強膜（１７）をコヒーレント光により、該強膜（１７）で散乱した干渉性の
光によってスペックルパターンが発生するように照明する光源（１２）と、
　該検出器（１５）が、該スペックルパターンの少なくとも一部分を部分画像として記録
するように構成されていること、
　２つの部分画像に基づいてスペックルパターンのその間の変位を求め、該変位に基づい
て眼（２）の運動を求めるための計算ユニットと
を特徴とする装置。
【請求項１４】
　前記計算ユニットが、該当する部分画像の画像内容を比較することにより、前記変位を
求めることを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記検出器（１５）が、スペックルパターンを該検出器（１５）に、スペックルパター
ンの個々のスペックルが該検出器（１５）の画素の大きさにほぼ対応するか、またはそれ
より大きい大きさを有するように、拡大して結像するための光学系を有することを特徴と
する請求項１３または１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記光源（１２）が、（平面）照明面積が１０μｍ２～１ｍｍ２になるように構成され
ていることを特徴とする請求項１３乃至１５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１７】
　前記光源（１２）のコヒーレント光の眼への中央入射方向が、前記検出器（１５）の観
察方向と実質的に一致することを特徴とする請求項１３乃至１６のいずれか１項に記載の
装置。
【請求項１８】
　前記検出器（１５）が、レーザマウスの検出器として構成されていることを特徴とする
請求項１３乃至１７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１９】
　前記検出器（１５）が、それぞれの部分に対して光学的に共役な平面内に配置されてい
ることを特徴とする請求項１３乃至１８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２０】
　眼底カメラ（１）または眼科学レーザシステム内に配置されていることを特徴とする請
求項１３乃至１９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２１】
　照明および検出のための無反射フロント対物レンズ、または照明および検出の軸外れ構
成を特徴とする請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　２次元位置分解検出器によって眼の一部を部分画像として反復して記録する、眼の運動
を測定する方法において、
　眼の強膜がコヒーレント光の光源によって、該強膜で散乱する干渉性の光によってスペ
ックルパターンが発生するように照明され、該スペックルパターンから該検出器によって
それぞれの部分が部分画像として記録され、２つの部分画像に基づいて記録されたスペッ
クルパターンの少なくとも一部分のその間の変位が求められ、該変位に基づいて眼の運動
が求められることを特徴とする方法。
【請求項２３】
　該当する２つの部分画像の画像内容の比較により、前記変位が求められることを特徴と
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する請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　記録された２つ以上の部分画像が、それぞれ求められた変位に基づいてモザイク状に１
つの全体画像に統合され、それぞれ最後に記録された部分画像に対するスペックルパター
ンの変位が、該部分画像の画像内容と該全体画像の画像内容との比較によって求められる
ことを特徴とする請求項２２または２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記運動が出力されることを特徴とする請求項１２または２２乃至２４のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項２６】
　請求項１２または２２乃至２５のいずれか１項に記載の方法を実施するように構成され
た、コンピュータプログラム、該コンピュータプログラムを備えるデータ媒体、または制
御ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヒトの眼球、とりわけ眼底（基底部）の運動を、眼球の潜在的運動野を全体
画像として反復して記録する２次元位置分解検出器によって（高速に）測定する装置およ
び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　眼科学および他の適用分野ではしばらく前から、眼球運動を測定および追跡するための
運動追跡装置（英語「ｅｙｅ　ｔｒａｃｋｅｒ」）が、とりわけ研究、診断、および治療
目的で使用されている。例えば外科的レーザによる眼（角膜、網膜）の治療では、眼の損
傷を回避するために、光エネルギーの投入が、治療よりも前に、眼中の計画した個所で実
際に行われることが保証されなければならない。このことは、眼球運動が検知されると直
ちにレーザを遮断することにより、または測定された眼球運動に対応してレーザ光を照明
光学系によって追跡することにより行われる。眼球運動測定のさらなる使用分野は、機械
、例えばコンピュータまたは自動車の制御である。
【０００３】
　従来の技術では、例えば国際公開第０１／８９４３８号パンフレットによれば、眼の瞳
が通例、高速ビデオカメラによって高い画像反復周波数で複数回連続して画像として記録
される。記録された画像において、特別な画像評価アルゴリズムによって、例えばエッジ
検出によって、黒い眼瞳と明るい光彩との間の比較的鮮明な境界を同定することができる
。連続画像中での、この境界または瞳中央の変位から、原理的に眼球運動を検知すること
ができる。振幅の小さな眼球運動を検出できるようにするためには、画像を高い光学的分
解能と鮮明度で記録しなければならない。振幅の大きな眼球運動を検出できるようにする
ためにも、瞳の潜在的運動野をできるだけ広範に画像として記録しなければならない。こ
の２つの要件の組合せは、高画素数の画像の記録を必要とする。
【０００４】
　しかし、カメラセンサからこのような大きな画像を読み出し、続いて、少なくとも画像
部分を評価するのは、データ量が大きいので比較的時間が掛かる。そのため、低い有効画
像反復周波数しか、すなわち後続の評価も含めた記録のための周波数が最大で数１００Ｈ
ｚにしか達しない。しかしヒトの眼は、いわゆるサッケード運動を毎秒約６００°までの
速度で実施することがある。このような速度で高精度の運動測定を達成するには、格段に
高い有効画像反復周波数を達成しなければならない。フェムト秒のレーシック手術中に治
療レーザを追跡するには、例えば少なくとも１ｋＨｚの有効画像反復周波数が必要になろ
う。このことは、従来の技術では、空間解像度を制限するか、または観察する最大運動野
を制限することによってしか達成できない。
【０００５】
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　さらに、とりわけ網膜の治療中に、例えばレーザ凝固術中に眼底の運動を測定する場合
、必要な照明が赤外線（ＩＲ）波長領域でしか許されないという問題がある。これは、眩
惑およびこれによる眼瞼反射を回避するためであるが、眼底はＩＲ領域ではコントラスト
が弱い。ＩＲ照明は、例えば非散瞳型眼底カメラでは、位置合わせおよび調整中に使用さ
れる。カラー画像記録の場合に初めて、可視光が短時間入射される。これは、通常は画像
照明時間の終了後に初めて眼瞼の閉鎖を引き起こす。眼底の運動を、とりわけレーザの追
跡のために十分に正確に求めるためには、記録されたＩＲ画像を、小さなコントラストの
故に、瞳におけるエッジ検出の場合よりも格段に大きな画像部分で評価しなければならな
い。このため、有効画像反復周波数がさらに低下する。あるいは、眼底の運動を、比較的
大きな血管の位置変化から求めることもできる。しかし眼底は大きな血管を少数しか有し
ていないので、この形式の評価のためには眼底の小さな部分しか使用できず、したがって
限られた運動野でしか測定できない。
【０００６】
　ビデオ記録に基づく運動測定の他に、とくに眼底の運動を走査型（英語「ｓｃａｎｎｉ
ｎｇ」）レーザ運動追跡装置により測定することができる。このシステムは、例えば米国
特許出願公開第２００６／２２８０１１号明細書、米国特許第６７２６３２５号明細書、
および米国特許第５６４４６４２号明細書から公知であり、眼底のできるだけ強く構造化
された部分をレーザ光により共焦点で走査する。その際、走査は、太い静脈分岐または眼
の瞳を中心に円形に行うことができる。このシステムは、センサを特別な眼の幾何形状に
合わせて調整することができるという利点を有する。これによりこのシステムは、運動を
高精度に検出するために、眼底の少数の点だけを走査すればよく、したがって画像内容を
高速かつ簡単に評価できるようにする。欠点は、高価なレーザ走査ユニット（英語「Ｌａ
ｓｅｒ　Ｓｃａｎｎｅｒ」）が必要なことである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の基礎となる課題は、冒頭に述べた形式の装置および方法を、高い空間測定精度
かつ低コストで、従来技術よりも高い有効画像反復周波数が可能となるように改善するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題は、本発明によれば独立請求項に記載された特徴の組合せによって解決される
。
　本発明の有利な形態は、従属請求項に記載されている。
【０００９】
　本発明によれば、眼球運動の測定の際に、大型で動作の遅い運動測定装置と、高速で小
型の運動測定装置とを組み合わせることによって、有効画像反復周波数を格段に上昇させ
ることができることが認識された。
【００１０】
　したがって本発明によれば、眼の潜在的運動野を、第１の画像反復周波数により、それ
ぞれ第１の数の画素を含む全体画像として反復して記録するための第１の２次元位置分解
検出器の他に、眼のそれぞれの部分を、第１の画像反復周波数より高い第２の画像反復周
波数により、それぞれ第１の数の画素を含む部分画像として反復して記録するための第２
の２次元位置分解検出器と、間接にまたは直接に連続する２つの全体画像に基づいてその
間の変位を求め、間接または直接に連続しており、時間的にこれら全体画像の間で記録さ
れた２つの部分画像に基づいてその間の変位を求め、これらの変位を連結することにより
眼の運動を求めるための計算ユニットとが配置されている。変位とは、本発明においては
、例えば２次元ベクトルである。このようなベクトルは、例えば画像間のずれを記述する
ことができる。連結とは、本発明においては、２つの変位を、例えばベクトル加算によっ
て順に繋ぐことであると理解される。運動を求める際には、求めた２次元変位を２次元回
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転運動に変換するのが目的にかなっている。運動を求めた後、これをさらなる処理のため
に出力するのが目的にかなっている。
【００１１】
　比較的高い第２の画像反復周波数を達成するには、第２の画素数を、第１の画素数より
少なく、とりわけ有意に少なくするのが有利である。部分画像の画素数が少ないので、変
位を決定するための部分画像の評価を、とりわけ高速に実施することができる。
【００１２】
　眼球運動を測定するための有効画像反復周波数の上昇は、これらの特徴の組合せにより
、眼球運動の測定を、簡単に表現すれば、低い画像反復周波数で記録された全体画像の間
の時間においては、比較的高い画像反復周波数で記録された部分画像によって補間するこ
とによって達成される。部分画像から抽出された変位の誤差が伝播するのを回避するため
に、潜在的運動野全体を含む高分解能の全体画像から抽出された変位が、再較正に用いら
れる。ここで再較正は、好ましくはそれぞれ最後に記録された全体画像を、常に同じ（一
定の）、好ましくはこの方法の開始時に記録されたもっとも早期の全体画像と比較するこ
とによって達成される。有利には、このもっとも早期の全体画像中の眼の擬似絶対的出発
位置は、より早期の治療計画記録との手動または（例えば画像処理アルゴリズムによる）
自動的な比較によって求めることができる。この変位は小さな部分画像から高速に求める
ことができ、これにより高い有効画像反復周波数が達成される。この高い有効画像反復周
波数によって、計画された光エネルギー投入における位置決めの際に、治療レーザを高い
空間的かつ時間的精度で追跡することができる。
【００１３】
　好ましくは変位は、該当する２つの画像の画像内容の少なくともそれぞれ一部分を、例
えば相互相関によって比較することにより求められる。このようにして２次元の変位を、
低コストで求めることができる。相関技術の使用は、米国特許第５７８６８０４号明細書
に記載されており、その記載内容をここに全面的に援用する。例えば、先行の変位から既
知である運動方向を最初に検査することにより、最適化された比較を行うことができる。
検査の結果、運動がこの方向で継続していないことが分かった場合だけ、他の可能な方向
を二次的に検査する。
【００１４】
　とくに好ましい１実施形態では、眼の潜在的運動野をインコヒーレント光により照明す
るための第１の光源と、眼のそれぞれの部分をコヒーレント光により照明するための第２
の光源とが、該当する部分において、眼で散乱する干渉性のコヒーレント光によりスペッ
クルパターンが発生するように設けられており、第２の検出器が、このスペックルパター
ン（英語「ｓｐｅｃｋｌｅ　ｐａｔｔｅｒｎ」）の少なくとも一部分を、該当する部分画
像として記録するように構成されている。スペックルパターンは、眼球組織、例えば強膜
（Ｓｋｌｅｒａ）または網膜（Ｒｅｔｉｎａ）の体積中の微細構造における散乱によって
眼に発生する。コントラスの強いスペックルパターンを部分画像として形成し、記録する
ことにより、変位を、したがって眼球運動を、眼のコントラストの弱い領域、例えば強膜
でも、または赤外線領域においては網膜でも求めることができる。なぜならスペックルパ
ターンは、眼球運動の際に同じように運動するからである。スペックルパターンの変位は
、例えば相互相関を用いた画像比較により求めることができる。スペックルパターンの相
関は、例えば日本特許第６０１７４９０５号明細書に記載されている。
【００１５】
　ここで第２の検出器は、好ましくはスペックルパターンを第２の検出器に、スペックル
パターンの個々のスペックルが第２の検出器の画素の大きさにほぼ対応するか、またはそ
れより大きい大きさを有するように拡大して結像するための光学系を有する。これによっ
て部分画像間のスペックルパターンの変位を、高精度で求めることができる。
【００１６】
　眼の眼底の運動を測定するために、有利には、第１の光源が、眼底を赤外線により照明
するように構成され、第１の検出器が、眼底の少なくとも一部分を眼の潜在的運動野とし
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て記録するように構成され、第２の光源が、眼底のそれぞれの部分を赤外線により照明す
るように構成される。赤外線を使用することによって、眼底の運動の測定の際に、眩惑お
よびこれによる眼瞼反射が回避される。
【００１７】
　好ましくは第２の光源は、平面照明角が１°～１０°になるように構成されている。こ
れにより、例えば共焦点スポット照明の際に発生するような過度に高いエネルギー密度が
回避される。
【００１８】
　第２の光源を、眼瞳の平面内で実質的に点状に形成することによって、眼での障害とな
る光反射、とりわけ眼の角膜（Ｃｏｒｎｅａ）の前側における光反射を回避する、または
少なくとも低減することができる。このことは例えば、眼瞳に対して共役な第２の光源面
を実質的にリング状に形成することによって実現できる。
【００１９】
　好ましくは第２の光源は、眼の瞳に対して共役な平面内にコヒーレント光を集束するよ
うに構成されている。共役に配置することにより、本発明の装置を、低コストで従来の眼
底カメラに組み込むことができる。
【００２０】
　有利には、結像光線路および照明光線路は、第２の光源のコヒーレント光の眼への中央
入射方向が、第２の検出器の観察方向と実質的に一致するように構成されている。このこ
とは例えば、結像光線路と照明光線路を、１つまたは複数のビームスプリッタ／ビームコ
ンバイナによって結合することにより実現できる。とりわけこれは、それぞれの光線路の
ある幾何部分を反射し、別の幾何部分をそのまま通過させるミラー、例えばリングミラー
により達成される。
【００２１】
　本発明の装置は、第２の検出器にレーザマウスの検出器を使用することにより低コスト
に実現できる。このような検出器は、ストック数が大きく、標準的な電子回路であるので
有利なコストで入手可能である。通常は、順次連続する部分画像間の相関を形成するため
の評価電子回路が、このような検出器に組み込まれている。
【００２２】
　好ましくは第２の検出器は、それぞれの部分に対して光学的に共役な平面内に配置され
る。それぞれの部分は、眼底の運動を測定する場合は眼底にあり、したがって第２の検出
器は眼底に対して共役である。共役に配置することにより、本発明の装置を、従来の眼底
カメラに低コストで組み込むことができる。
【００２３】
　本発明の装置は、とりわけ有利に眼底カメラまたは眼科学レーザシステムにおいて、治
療レーザのための運動追跡装置として、および／または（例えば過度に大きな）眼球運動
を検知した際に治療レーザを遮断するために使用することができる。これにより外科的侵
襲、すなわち眼底でのレーザ凝固術または光線力学的療法（ＰＤＴ）を、高精度で実施す
ることができる。
【００２４】
　好ましくは眼底カメラまたはレーザシステムは、照明および検知のための無反射フロン
ト対物レンズを、または本発明の装置に対して軸外れの照明および検知を有する。このよ
うにして、フロント対物レンズでの障害となる光反射を回避することができる。
【００２５】
　本発明によればさらに、部分画像を２次元位置分解検出器によって反復して記録する間
に、光源が眼の強膜をコヒーレント光により、強膜で散乱された干渉光によってスペック
ルパターンが発生するように照明することによって、眼球運動を、もっぱら個別の高速な
検出器を用いても、いくつかの適用例には十分な精度で求めることができ、ここでは検出
器が、スペックルパターンの少なくとも一部分を部分画像として記録するように構成しな
ければならないことが認識された。変位とは、本発明においては、例えば２次元ベクトル
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である。このようなベクトルは、例えば画像間のずれを記述することができる。この場合
、眼の運動は、例えば計算ユニットにより、２つの部分画像に基づいて求められるスペッ
クルパターンのその間の変位に基づいて求めることができる。例えばエッジ検出による画
像内容の面倒な評価を、これにより省略することができる。と言うのは、画像反復周波数
が高い場合、スペックルパターンの変位を検出できるようにするのに、少数のピクセルを
評価するだけでよいからである。好ましくは計算ユニットは、この変位を、該当する部分
画像の画像内容を比較することにより、例えば相関により求める。運動を求めた後、これ
をさらなる処理のために出力するのが目的にかなっている。
【００２６】
　好ましくは検出器は、スペックルパターンを検出器に、スペックルパターンの個々のス
ペックルが検出器の画素の大きさにほぼ対応するか、またはそれより大きい大きさを有す
るように、拡大して結像するための光学系を有する。これによって部分画像間のスペック
ルパターンの変位を、高精度で求めることができる。
【００２７】
　好ましくはコヒーレント光源は、１０μｍ×１０μｍから１ｍｍ×１ｍｍまでの平坦な
平面照明が得られるように結像される。これにより、例えば共焦点スポット照明の際に発
生するような過度に高いエネルギー密度が回避される。
【００２８】
　有利には結像光線路および照明光線路は、コヒーレント光の眼への中央入射方向が、検
出器の観察方向と実質的に一致するように構成されている。これは、例えば、結像光線路
と照明光線路を、１つまたは複数のビームスプリッタ／ビームコンバイナによって結合す
ることにより実現できる。
【００２９】
　本発明の装置は、検出器にレーザマウスの検出器を使用することにより低コストで実現
できる。このような検出器は、ストック数が大きく、標準的な電子回路であるので有利な
コストで入手可能である。通常は、順次連続する部分画像間の相関を形成する評価電子回
路が、このような検出器に組み込まれている。
【００３０】
　本発明の装置は、とりわけ有利に眼底カメラまたは眼科学レーザシステムにおいて、治
療レーザのための運動追跡装置として、および／または（例えば過度に大きな）眼球運動
を検知した際に治療レーザを遮断するために使用することができる。これにより外科的侵
襲を高精度で実施することができる。
【００３１】
　好ましくは眼底カメラまたはレーザシステムは、照明および検知のための無反射フロン
ト対物レンズを、または本発明の装置に対して軸外れの照明および検知を有する。このよ
うにして、フロント対物レンズでの障害となる光反射を回避することができる。
【００３２】
　例えば計算ユニットにより、記録された２つ以上の部分画像を、それぞれ求められた変
位に基づいてモザイク状に全体画像に統合する構成がとくに好ましい。ここでは、それぞ
れ最後に記録された部分画像に対するスペックルパターンの変位が、この部分画像の画像
内容と全体画像の画像内容との比較によって求められる。これにより複数の連続する記録
中に、変位の経過で誤差が伝播するのを低減することができる。
【００３３】
　本発明は、本発明の方法の１つを実施するためのコンピュータプログラムおよび制御ユ
ニットを含み、とりわけこのようなコンピュータプログラムを含んだデータ媒体、および
本発明の装置を含んだ眼科学用機器をも含む。
【００３４】
　以下、本発明を例示的実施形態に基づき詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
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【図１】従来の眼底カメラを示す図である。
【図２】高品質の赤外線眼底撮影を示す図である。
【図３】高速の運動測定装置と低速の運動測定装置を備える眼底カメラの概略図である。
【図４】照明光線路の概略図である。
【図５】デモンストレーションの眼で記録されたスペックルパターンを備える部分画像を
示す図である。
【図６】検出器を１つだけ備える眼球運動追跡装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　すべての図面中、一致する部分には同じ参照符号を付す。
　散乱表面、例えば紙または壁を、レーザまたは他の空間的および時間的にコヒーレント
な光源により照明すると、表面から後方散乱された光が空間中で干渉することがあり、通
常は粒子状の構造またはスペックル（英語「ｓｐｅｃｋｌｅｓ」）が発生する。これを本
発明においては、スペックルパターンと称する。主観的スペックルと客観的スペックルが
区別される。主観的スペックルは、散乱表面が光学系によりカメラセンサに結像されると
きに発生する。主観的スペックルは、結像システムの光学的分解能とまったく同じ大きさ
である。このようにして記録されたスペックルパターンは、散乱表面の変位の際にともに
変位し、したがって変位の量的決定を可能にする。客観的スペックルは、光学系を備えな
いカメラセンサが、試料から後方散乱光中に配置される場合に発生する。客観的スペック
ルは、試料表面の傾斜に反応する。客観的スペックルの大きさは、光線の波長、照明され
る試料面の直径、および試料面とカメラセンサとの間隔から計算される。以下の量が、と
くに眼においてとりわけスペックル相関技術により測定することができる。
【００３７】
　ａ）例えばオートフォーカスのための載置面から散乱面までの間隔の測定。所定のアパ
ーチャを備えるレーザ波を試料表面に集束させる。試料の表面から後方散乱された光波を
、光学系を備えないカメラセンサにより記録する。客観的スペックルの平均的大きさを、
カメラ画像の自動相関関数の半値幅を求めることにより決定する。この半値幅は、波長が
固定されており、かつ散乱面からのカメラの間隔が固定されている場合、照明面の直径に
正比例する。照明波の集束により、照明面の直径は照明波の焦点面から散乱面までの間隔
に依存するので、このようにして間隔センサを実現することができる。
【００３８】
　ｂ）散乱面の変位の測定：レーザ波を、測定すべき試料面に結像させる。試料から後方
散乱された光を、光学システムによってカメラセンサに結像させる。光学系により、画像
誤差および回折不鮮明度に基づき、常に、試料の特定の一部分がカメラ面の１つの点に結
像される。ここでオブジェクトの分布が、光学システムの点拡散関数（英語「ｐｏｉｎｔ
－ｓｐｒｅａｄ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ」、ＰＳＦ）により畳み込まれ、これにより記録され
た画像が得られる。レーザ波がコヒーレントであるため、カメラセンサの画素に入射する
光は干渉することができ、これにより、平均的大きさが回折制限されたＰＳＦの半値幅と
同じであるスペックルを備えるスペックルパターンを形成することができる。このスペッ
クルパターンは、側方に変位する場合には散乱面とともに動く。スペックルパターンの連
続して記録された２つの画像間の相互相関を形成することにより、２つの画像間の相対的
変位の大きさと方向を決定することができる。この方法は、試料の構造を測定するのでは
なく、後方散乱された光フィールド中の相関を測定するのでロバストである。画像の構造
化は、照明波のコヒーレントな性質を、表面での散乱による統計的な位相分散と組み合わ
せることにより実現される。相互相関には、小型で低分解能の、数百画素のカメラセンサ
を使用することができる。これによりｋＨｚ領域の非常に高い測定速度が可能になる。客
観的スペックルと主観的スペックルの測定を組み合わせることにより、３次元変位ベクト
ルを求めることができる。複数のセンサにより、一般的な平面の位置変化および角度変化
を決定することができ、したがってヒトの眼の運動をあらゆる自由度で求めることができ
る。２次元変位決定のための類似の方法が、光学式コンピュータマウスで使用されており
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、この光学式コンピュータマウスではテーブルから後方散乱された光の相関が測定される
。
【００３９】
　速度と精度が最適化された運動測定を実現するためには、まずシステムの運動自由度を
決定しなければならない。この運動自由度は、実現すべき適用例に非常に強く依存するこ
とがある。基本的に、眼は身体も含めて３つの空間方向すべてで変位でき、または３つの
角度で傾斜することができる。加えて、眼は眼窩内で２つの角度（水平、垂直）で回転す
ることができる。したがって眼のすべての運動を測定するためには、３つの変位の決定と
３つの角度変化の決定が必要となろう。しかし、いくつかの眼科学適用例においては、眼
の運動を約１秒だけ測定し、補償する。この場合、頭部運動ではなく、高速の眼球運動だ
けを測定すればよい。この場合、１つのセンサにより測定することのできる２つの自由度
（水平および垂直の回転角）で十分である。さらに、角膜の屈折治療の場合、治療装置か
らの角膜の距離を測定するオートフォーカスセンサが必要となろう。
【００４０】
　まず、眼底カメラにおける眼底の運動測定について説明する。図１は、この目的のため
の従来の眼底カメラ１を示す。眼底カメラは、照明光線路Ｂに、眼２の眼底６に集束照明
するための光学素子４を備える光源３を有する。結像光線路Ａはビームスプリッタ７によ
って反射されて照明光線路Ｂに入るが、眼底６を位置分解検出器１０上に結像するための
検出光学系９を含んでいる。眼底カメラ１は、一方では検出器１３と、他方では光源３と
接続された制御ユニット１４によって作動される。
【００４１】
　図２は、高品質の赤外線眼底撮影を示す。それでもなおコントラストが弱く、したがっ
て順次連続する２つの撮影間の変位は、例えば大きなコストを掛けた（大きな画像領域の
相関）相関によってしか、したがって低速でしか求めることができない。
【００４２】
　図３には、高速の運動測定装置と、低速の運動測定装置とを備える、本発明に従って改
善された眼底カメラ１が概略的に図示されている。低速の運動測定装置は、第１のインコ
ヒーレントなＩＲ光源３と、検出光学系９Ａを含む第１のＩＲ検出器１０とを有する。高
速の運動測定装置は、干渉によりスペックルパターンを形成する第２のコヒーレントなＩ
Ｒ光源１２と、スペックルパターンを記録するための検出光学系９Ｂを含む第２のＩＲ検
出器１５とを有する。検出器１０、１５はどちらも計算ユニット（図示せず）と接続され
ており、この計算ユニットは、眼底６の潜在的運動野全体の全体画像を第１の検出器１０
によって、眼底６の部分画像を第２の検出器１５によって連続的に記録する。
【００４３】
　低速の運動測定装置は、擬似絶対座標における眼底の変位を、したがって先行の基礎記
録に対する関係を、非常に高い信頼性で記録するという利点を有する。このため、治療／
診断の予備計画が可能になる。さらに、比較的大きな画像野を備える低速の運動測定装置
によって、比較的強い眼底偏向を検知できる。高速の運動測定装置は、不鮮明な、構造化
の少ない眼底領域の測定であっても、待ち時間が非常に短く、速度が大きく、運動測定の
信頼性が高いという利点を有する。高速の運動測定装置は、相対的変位しか測定可能でな
いという欠点を有し、したがってこれだけに基づいては治療計画が不可能である。さらに
順次連続する画像の対ごとの比較による計算誤差が累積し、したがって誤差の伝播により
、変位全体の座標計算に大きな誤差が生じるようになる。
【００４４】
　この理由から、まず、低速の運動測定装置を用いた治療計画のために、以前の記録に対
して眼底の変位が行なわれる。その後、高速の運動測定装置により、眼底の運動を連続的
に検出する。例えば毎秒２回、１つの全体画像を低速の運動測定装置により記録し、以前
の計画記録との比較により評価する。そこから求められた運動を、求めた変位を連結する
ことより、高速の運動測定装置の座標システムの再較正に用いる。
【００４５】
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　低速の運動測定装置の機能原理：
　眼底全体６を、第１のＩＲ光源３、例えばＩＲ－ＬＥＤ、またはスペクトルフィルタを
備える白色光ランプにより照明する。眼底６から後方散乱された光を、位置分解検出器１
０、例えばＣＭＯＳカメラまたはＣＣＤカメラに結像させる。全体画像を、１Ｈｚから３
０Ｈｚの画像反復周波数（フレーム毎秒）により記録し、コンピュータモニタ（図２）に
表示する。組合せ型運動測定装置のこの低速部分用のハードウェアは、ＩＲモニタまたは
ＩＲ調整補助として、すでにすべての非散瞳型眼底カメラで技術的に実施されている。こ
のようにして撮影された全体眼底画像から、可能な限り明確に構造化された４つの画像詳
細を含む２ｎ×２ｎピクセルの正方形画像野を切り出す。すべての全体画像を第１の全体
画像に対して相互相関させ、第１の全体画像に対する各全体画像の変位を決定する。第１
の全体画像は、一連の全体画像の最初の画像とすることができ、したがって第１の全体画
像に対するさらなる各全体画像の変位は既知である。とくに好ましい１変形実施形態では
、標準の眼底カメラによって、眼底６のカラー画像とこれに所属のＩＲ画像を撮影する。
これらの画像によって、医師は実施すべき治療／診断、例えば眼底６の領域のレーザ凝固
術を計画することができる。次に治療／診断の開始時に、眼底の第１のＩＲ全体画像を撮
影し、眼底６の出発状態を決定するために治療計画記録のＩＲ画像に対して相関させる。
次いで、後続の全体画像を常に、第１の全体画像に対して、または治療計画記録のＩＲ画
像に対して相関させる。このようにして例えばレーザコアギュレータで、前もって計画し
た眼底のスポットを走査し、治療することができる。なぜなら眼底６の運動が、治療計画
に対して測定されるからである。相関のための画像野は、（例えば内部固定によりサポー
トされる）特別な観察事例で発生する眼球運動の最大振幅、すなわち眼底６の潜在的運動
野が、画像野の大きさより小さくなるように選択される。この際、眼底運動を確実に検知
できるようにするために、全体画像の光学的品質に依存するある最小サイズを下回っては
ならない（したがって好ましくはｎ＝６．．．９である）。
【００４６】
　図示の方法の大きな利点は、これがいずれの非散瞳型眼底カメラでもすでに技術的に設
けられており、したがって非常に安価に実現できることである。しかしこの方法では、非
散瞳型眼底カメラで使用されるような標準の白黒カメラが使用されるので、典型的な読み
出し時間は少なくとも５０ｍｓと見積もられる。相互相関の計算は、好ましくは眼底カメ
ラに含まれる標準計算機で行うべきであり、したがって相関すべき画像野の大きさに応じ
て約５００ｍｓが必要である。したがって５５０ｍｓかかるこの方法は、従来技術に属す
る別の運動測定装置または運動追跡装置と比較してずっと低速である。この理由から、低
速の運動測定装置が、高速の運動測定を可能にする第２の独立したシステムと組み合わさ
れる。
【００４７】
　高速の運動測定装置の機能原理：
　高速の運動測定装置では、眼底６の小さい一部分をコヒーレントなＩＲレーザ照明１２
により照明する。眼底６におけるコヒーレントな照明領域の直径は平面角で約１°～１０
°であり、これにより眼底６の光線負荷は可能な限り小さくなり、したがって眼底カメラ
検出器１０の画像野よりも格段に小さい。しかし１°～１０°という照明面は、典型的な
共焦点スポット照明の照明面よりも格段に大きい。眼底６から反射した光はスペックルパ
ターンの形で干渉し、このスペックルパターンを低分解能の位置分解検出器１５により部
分画像として記録する。検出器の技術的構成の例は、ＣＣＤカメラ、ＣＭＯＳカメラ、ま
たはＩｎＧａＡｓカメラであり、好ましくは小さな画像部分（英語「ｒｅｇｉｏｎ　ｏｆ
　ｉｎｔｅｒｅｓｔ（関心領域）」ＲＯＩ）だけが読み出される。検出光学系９Ｂのアパ
ーチャは、照明光源１２のコヒーレントな性質により生じるスペックルの大きさが、少な
くとも検出器１５のピクセルと同じ大きさであるように設計される。
【００４８】
　このようにして撮影した部分画像から、続いてそれぞれの先行画像に対する相対的変位
、またはさらなる全体画像の記録後のそれぞれ第１の部分画像に対する相対的変位を、相
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互相関によって計算し、またはその代りに光の流れの観察によって推定する。相互相関の
計算速度を上昇させるさらなる手段は、相互相関のすべての点を計算するようにしないこ
とである。相互相関の９つのピクセル（３×３）だけを、すなわち両方の部分画像と、各
方向におけるその次の部分画像との間で予想される変位のピクセルだけを計算する。これ
により正確な変位（好ましくはサブピクセル補間により）が計算され、次の部分画像への
変位の推定に用いられる。そして次に続く部分画像では、両方の部分画像間で予想される
変位に対応する、相互相関の９ピクセルだけを計算する。このような評価によって、典型
的な（例えば３０×３０ピクセルの）ピクセルアレイでは計算時間を１００分の１に低減
することができる。満たさなければならないただ１つの要件は、変位の加速度が所定の限
界を上回ってはならないことである。
【００４９】
　撮影された部分画像の大きさ、または相関に使用される部分画像のサブ画像の大きさは
、約１０×１０ピクセルから１００×１００ピクセルであり、したがって比較的少数のデ
ータだけを評価すればよく、これにより評価が格段に高速になる。目標仕様として、高速
の運動測定装置は好ましくは５ｍｓ以内に１画像を記録し読み込むことができ、かつ変位
データを評価できるべきである。ここで評価は、標準の計算機、または好ましくは専用の
評価電子回路、例えばいわゆるスマートピクセルカメラで行うことができる。
【００５０】
　コヒーレント照明によって、相対的に構造のない眼底６が、格段に良好に記録できる、
非常に強い構造の干渉パターンに重畳される。この方法のさらなる利点は、「スペックル
（Ｓｐｅｃｋｌｅ）」スポットの特殊な性質の故に、眼底６の運動の測定が、（検出光学
系９Ｂの）検出器１５が最適に集束されていない状態でも可能なことである。
【００５１】
　とくに好ましくは、市場で入手可能なレーザマウスセンサにより、高速の運動測定装置
の部分画像を記録および評価する。これらのセンサは、散乱背景において視射角の下での
スペクトル反射を利用して運動を測定するように構成されており、例えば米国特許第７１
６１６８２号明細書および米国特許第５７８６８０４号明細書に開示されている。その評
価原理は通例、センサ内に固定配線されているが、これを、スペックルパターン－部分画
像の記録および評価のために驚くほど安価に利用することができる。しかしここに示した
変形実施形態では、スペクトル反射は評価されない。なぜならスペクトル反射は実質的に
散乱表面の３Ｄ表面湾曲により発生するからである。一方、眼底６では約０．５ｍｍの厚
いボリューム散乱層（網膜）を検知すべきである。同様のことが、強膜上の測定のための
代替実施形態に対しても当てはまる。
【００５２】
　レーザマウスセンサの検出器１５は、眼底カメラ１内で眼底に対して共役な平面ＺＢ（
中間画像面）内に配置する。その際、米国特許第７１６１６８２号明細書において検出光
線路に存在するすべての光学系と光線制限面を取り除き、または眼底に対して共役な画像
を、そこに記載された検出光学系の最適焦点に配置する。どちらの場合も、絞りにより、
または対応する結像縮尺の選択により、光学的検出システム９Ｂのアパーチャを、発生す
る検出スペックルが検出器１５のピクセルより大きくなるように制限する。
【００５３】
　眼底カメラ１は実質的に生物学的顕微鏡に相当し、これを用いて眼底を画像として表示
することができる。ヒトの眼の特殊な幾何形状に基づき眼底カメラ１には、眼底６のでき
るだけ最適な画像を記録することができるように、特殊な技術的構成手段が設けられてい
る。この特殊な光学系の一要素は、眼２の瞳５内のリング照明である。この照明は、検出
光線路での角膜前側の光反射を抑制するために選択される。そのために、仮想照明源とし
て、例えば５．５ｍｍの外径、３．５ｍｍの内径を有する照明リング３が、ヒトの眼２の
角膜面に入射され、この照明リングは眼底６をできるだけ均等に、約２２°までの視野角
で照明する。例えばリング状のファイバ束３から放射される光線は、やはり眼瞳５に対し
て共役な平面内にある光学系１６によって、リング状ミラー１３に結像される。眼底６か
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ら後方散乱された光線は、リングミラー１３中のホールを通過し、第２の検出器１５に結
像される。この第２の検出器１５は、眼底６に対して共役な中間画像面ＺＢ内にある。前
記の構造は標準の眼底カメラに相当するものであり、この実施形態では組み合わされた運
動測定装置の低速部分である。
【００５４】
　高速部分では、コヒーレントなＩＲレーザ照明１２が光学系１９Ａによりコリメートさ
れ、次に第２のレンズ１９Ｂによって、瞳平面に対して共役な平面内に配置されたリング
絞り１４に集束される。このことが図４に詳細に図示されている。この場合コヒーレント
なＩＲ光は、ビームコンバイナ２０としてのダイクロイックミラーまたはハーフミラーを
介して、第１のインコヒーレントなＩＲ光源３の照明光線路と重畳される（図３）。次に
ＩＲ光は、眼底カメラ１の光学系１６、４により眼底６に向けられ、そこで１°から１０
°の平面直径を有する平面を照明する（図３）。
【００５５】
　眼底６から後方散乱された光は、別のダイクロイックミラーまたはハーフミラー７によ
り、眼底カメラ光線路から分岐され、眼底６に対して共役な第２の検出器１５に結像され
る（図３）。眼底６をコヒーレント光により照明し、後方散乱された光を第２の検出器１
５に結像することによって、２種類のスペックルが生じる。すなわち、主観的検出スペッ
クルと客観的照明スペックルである。主観的検出スペックルは、眼底６の運動を測定する
ために使用され、一方、客観的照明スペックルは障害量を示す。客観的照明スペックルの
障害的影響を制限するために、コヒーレントな照明を、好ましくは眼瞳に対して共役な平
面（リング絞り１４）上に集束させる。これにより照明スペックルは眼底６において、眼
底６での光線直径にほぼ相当する大きさを有し、したがってさらなる処理に対しては何ら
問題とならない。第２の光源１２には、好ましくは半導体レーザ源を使用する。しかし、
約０．５ｍｍ以上のコヒーレント長（このコヒーレント長は、良好なスペックルパターン
コントラストを検出器１５上で達成するために好ましくは、少なくとも網膜の２倍の厚さ
に相当すべきである）と、良好な空間的コヒーレンスとを有する他のあらゆる種類のコヒ
ーレント光源も、この方法に使用することができる。
【００５６】
　眼底カメラ照明光学系のさらなる特殊な特徴は、照明光線路における反射防止点（絞り
）の導入であり、この反射防止点は眼底カメラのフロント対物レンズにおける、検出光線
路への反射を阻止するものである。この反射防止点が最適に調整されていないか、または
照明光線路の光学的エレメントのいくつかが塵粒子により軽く散乱されると、眼底カメラ
の検出器画像中に典型的なリング状の反射が認識される。この反射は、レーザマウス光線
路にも発生し、運動測定の際に問題を引き起こし得る。この理由から、無反射フロント対
物レンズの使用がとくに好ましい。眼底カメラに標準の対物レンズを使用する場合の第２
の好ましい変形形態は、軽く軸外れした照明、および適合された軸ずれの検出である。
【００５７】
　図５は、眼底６をコヒーレント照明した際に記録されたスペックルパターンを示す。
　とりわけ高い精度を必要とする、角膜の屈折外科的治療（例えばフェムト秒レーシック
；ｆｓレーシック）では、眼の位置を規定するためにコンタクトレンズが使用される。こ
の場合、眼の運動は理論的に不可能である。しかし眼とコンタクトレンズとの間の力が比
較的強い場合には、眼がコンタクトレンズに平行に変位することがある。この場合、治療
レーザを追跡または遮断するために、この変位を高速で測定しなければならないこととな
る。まさにこの測定課題を、１つの検出器のみを備える本発明の装置がとりわけ簡単かつ
有利に解決する。
【００５８】
　図６は、運動測定装置の基本構造を概略的に示す。角膜１６を治療するためのレーシッ
クレーザ（図示せず）の光線路は変化しないままである。運動測定装置を実現するために
、コンタクトレンズ１８の横、またはその縁部にコンタクトレンズ１８を通して、光源１
２の高コヒーレントなレーザビームを眼２の強膜１７上に集束させる。強膜１７から後方
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散乱された光を検出光学系（図示せず）により、個別の位置分解能カメラセンサ１５に強
く拡大して結像させる。非常に小さい画像野だけをカメラセンサ１５上に結像すればよい
ので、光学系の品質に対する要件は比較的小さい。光学システムの分解能は、運動測定装
置の達成すべき測定精度と一致するように選択する。ｆｓレーシックの場合、分解能は１
μｍ～３μｍとすべきである。そのためには、比較的開口数の大きい対物レンズが必要で
ある。データの評価のためには、「スペックル（Ｓｐｅｃｋｌｅ）」スポット約１０個分
の直径の画像野で十分である。これは１μｍの分解能の場合、約１０μｍの画像野に相当
する。この種の小さい画像野は、厳密に単色のレーザ光により照明する場合、比較的低コ
ストで実現できる。運動測定の間、カメラセンサ１５は、非常に高い画像反復周波数で強
膜１７の部分画像を記録し、次々と連続する画像の相互相関を計算する。相互相関関数の
最大値の位置は、部分記録間の散乱性強膜１７の相対的変位を表す。カメラセンサ１５は
、その画像野内において、２つの部分画像間の変位がカメラセンサ１５の画像野よりも決
して大きくならないように寸法設定しなければならない。この装置では、記録間の相対的
変位しか計算できないことに注意すべきである。これは、測定誤差が伝播するため、部分
画像の数が増すにつれて、眼の絶対位置決定が不確実になることを意味する。
【００５９】
　眼の運動または位置を擬似絶対的に測定できるようにするために、測定の開始後、測定
される第３の部分画像を第２の部分画像に対してではなく、再び第１の部分画像と相互相
関させ、第１の部分画像に対する変位を決定する。このことは、両方の画像の相対的変位
がセンサの画像野より小さい限り達成される。そして包括的な尺度を展開するために、種
々の部分画像を相関アルゴリズムによってモザイク状に１つの完全な全体画像に統合する
。この際、さらなる記録を、もっぱらこの包括的全体画像の一部分と相関させる。この評
価方法によって、位置の不正確度は、もはや画像の数とともに上昇するのではなく、第１
の部分画像の中心に対する相対的距離とともにだけ上昇する。前述の変位センサにより、
１μｍ～３μｍの測定精度を、１ｋＨｚ～１０ｋＨｚの有効画像反復周波数で達成するこ
とができる。
【符号の説明】
【００６０】
　１　眼底カメラ
　２　眼
　３　第１の光源
　４　フロント対物レンズ
　５　瞳
　６　眼底
　７　ビームスプリッタ
　８　絞り
　９　検出光学系
　１０　第１の検出器
　１１　制御ユニット
　１２　第２の光源
　１３　リングミラー
　１４　リング絞り
　１５　第２の検出器
　１６　角膜
　１７　強膜
　１８　カバーガラス
　１９　照明光学系
　２０　ビームコンバイナ
　Ａ　結像光線路
　Ｂ　照明光線路
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　ＺＢ　中間画像面
　ｆ、ｆ’　焦点距離

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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